
平成２３年度 

社会福祉施設栄養士・調理担当者研修 
実 施 要 領 

１．目 的                                                                 
 平成１７年６月１０日成立の『食育基本法』の附則に「すべての国民が心身の健康を確保し、生

涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である」と明記されているとお

り、全ての国民にとって健康で文化的な生活を送り、活力ある社会の実現には「食」が重要な役割

を果たします。 
 また、東日本大震災では、特に社会福祉施設を利用されている方々にとって「生命の維持のため」

だけでなく「生きる意欲を向上させるもの」として「食」は大きな役割を果たしています。 
本研修は、食事の役割について学ぶとともに、咀嚼と嚥下が困難な方向けの食事について、困難

さに合わせた献立や調理のポイント等について学ぶことを目的として開催いたします。 
 

２．主 催                                                                 
 社会福祉法人山形県社会福祉協議会 山形県社会福祉研修センター 

 

３．日 時                                                                 
平成２３年９月２２日（木）１０：００～１５：４５ 
 

４．会 場                                                                                         
  山形県社会福祉研修センター ３階 講堂 

 （〒990‐0021 山形市小白川町２－３－３０ ＴＥＬ023－622-2730） 

 

５．受講対象・受講条件                                                         
社会福祉施設（保育所を除く）に勤務する栄養士及び調理担当者等 

 

６．定 員                                                        
 １００名（受講希望者が定員を超えた場合、受講をお断りさせていただく場合がありますので、ご了承ください） 

 

７．受講料                                                        
 ２，５００円（研修日当日に受付にて頂戴いたします。釣銭のないようご協力をお願いいたします。） 

 

８．日 程                                                         
〔９月２２日（木）〕 

9:30    10:00   10:30            12:00    13:00            15:30     15:45 

  

受付 
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講義 

昼食 

・ 

休憩 

 

講義 

 

 

閉講 

 

９．内 容                                                                                   
講義「高齢者の摂食・嚥下と食介護～おいしく食べてＱＯＬを高める～」 

  摂食・嚥下が困難な方向けの食事、特に困難さに合わせたメニュー、食材、調理のポイント等

について学びます。 

講師：特別養護老人ホームしゃんぐりら 管理栄養士 増田 邦子 氏 



【講師のご紹介】 

後期高齢者の食介護支援を研究課題とし、その一環として介護用食品の開発に関わっている。共著

『高齢者の食介護ハンドブック』（医歯薬出版）、『食事介護マニュアル』（第一出版）等がある。 

 

１０．申し込み方法・締め切り                                            
（１）申込方法 

≪本センター主催研修受付システムにご登録いただいている場合≫ 

本システム申込フォームに必要事項を入力しお申し込みください。 

≪未登録の場合≫ 

別添参加申込書に必要事項を記載し、郵送またはＦＡＸにて下記事務局まで送付ください。 

（２）申込締切 

 申込締切 平成２３年８月２４日（水）必着 

※申し込み状況により締切日前でも募集を締め切らせていただくことがあります。 

※申し込み状況により、「５．受講対象・受講条件」に記載していない場合でも一事

業所あたりの受講人数を制限させていただくことがあります。 

なお、受講の可否に関する通知は８月３１日（水）までに行います。 

 

１１．申込とともに提出いただくもの（任意）                                                     
「このたびの研修で学びたいこと、期待すること等」について、様式２に記入し、申込フォーム

から添付またはＦＡＸにて本センター宛にお送りください。 

 

１２．研修日当日持参いただくもの(必須)                                    
  食事介助で使用している施設のスプーンを１本（複数本数ならなお良い）お持ちください。 

 

１３．その他                                                      
○受講を承認された方には「受講承認通知書」をお送りします。研修日当日の受付でご提示いた

だきますので、忘れずにご持参ください。ご提示いただけない場合は、受講をお断りする場合

があります。 

○本センター駐車場には限りがあります。公共交通機関をご利用いただくか、できる限り相乗り

でお越しください。特に同じ市町村内にある同一法人・施設で複数名をお申し込みの際は複数

台ではお越しにならないようお願いします。なお、お車でお越しの場合は縦列駐車等となりま

すので、研修終了時刻までは車の移動ができません。 

○出席簿に押印をいただきますので、印鑑をご持参ください。 
○研修日当日「株式会社市役所食堂（食堂ふれあい）」が昼食販売をいたします。(税込５００円) 

 ○昼食を希望する方は、研修日当日に受付を設置いたしますので、研修開始前までに「昼食受付」

にてご注文ください。なお、昼食に関するお問い合わせはＴＥＬ０２３－６２５－９１４０（９

時～１４時）にお願いいたします。 
 ○「研修参加に係る留意点」（別紙）をご確認の上受講してください。 

 

１４．参加申し込み先・事務局                                            
社会福祉法人山形県社会福祉協議会 山形県社会福祉研修センター【担当／鈴木】 

〒９９０－００２１ 山形県山形市小白川町２－３－３０ 山形県小白川庁舎内 

ＴＥＬ０２３－６２２－２７３０ ＦＡＸ０２３－６２２－２７８９ 

 


